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年金制度改正法の公布について 
 

6月13日（金）に年金制度改正法（社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法

等の一部を改正する等の法律）が成立しておりましたが、同法律が6月20日（金）に公布されました。 

〇官報の掲載ページ 

https://www.kanpo.go.jp/20250620/20250620g00137/20250620g001370012f.html 

 

これに伴い、各政策項目の施行期日における「公布の日」は、6月20日となります。 

今後、詳細の政省令等の内容が明らかになりましたら、改めてご案内いたします。 

 

【企業年金に係る主な法改正内容】 

法令 項目 施行期日 

確定給付企業年金法の一

部改正 

【企業年金の運用の見える化】 

 

【施行期日：公布の日から５年以内の

政令で定める日】 

確定拠出年金法

の一部改正 

 

企業

型DC 

【簡易型DC制度の廃止】 【施行期日：２０２６年４月１日】 

 

【マッチング拠出について、企業型年金加

入者掛金の額は事業主掛金の額を超える

ことができないとする要件を廃止】 

 

【施行期日：公布の日から３年以内の

政令で定める日】 

【企業年金の運用の見える化】 

 

【施行期日：公布の日から５年以内の

政令で定める日】 

iDeCo 
【加入年齢範囲の拡大】 

 

【施行期日：公布の日から３年以内の

政令で定める日】 

※企業型DCおよびiDeCoの拠出限度額の拡充等の措置を講ずる必要があることは言及されています。【公布の日か

ら起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日】 

※企業年金に関しては、その他、死亡の届出に関する取扱いの変更等も実施されます。 

 

なお、同日付で関連政令（社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一

部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令）が制定されていますが、企業

年金に関する内容は含まれていません。 
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【ご参考】 

年金制度改正法の成立について 

https://nenkintsushin.dai-ichi-life.co.jp/download.php?c=2040 

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
案について 

https://nenkintsushin.dai-ichi-life.co.jp/download.php?c=2029 

令和 7 年度 与党税制改正大綱について 

https://nenkintsushin.dai-ichi-life.co.jp/download.php?c=1971 

第 39 回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会の開催および議論の整理の公表

https://nenkintsushin.dai-ichi-life.co.jp/download.php?c=1975 

第 33 回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会の開催および議論の中間整理の公表 

https://nenkintsushin.dai-ichi-life.co.jp/download.php?c=1847 

 

 

以上 

https://nenkintsushin.dai-ichi-life.co.jp/download.php?c=2040
https://nenkintsushin.dai-ichi-life.co.jp/download.php?c=1971
https://nenkintsushin.dai-ichi-life.co.jp/download.php?c=1847

